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整 理 番 号  2020Ｐ-066 

補助事業名  2020年度 更生保護施設の建築 補助事業 

補助事業者名  更生保護法人 愛知自啓会 

 

１ 補助事業の概要 

（１）事業の目的 

更生保護事業法第2条2項に掲げる者に対し，宿泊場所を供与し，教養訓練，医療及

び就職を助け，職業を補導し，社会生活に適応させるために必要は生活指導を行い，

生活環境の改善又は調整を図る等その改善更生に必要な保護を行う事業をする。 

（２）実施内容 

 更生保護施設 愛知自啓会の建築 

 (http://www.aichijikeikai.or.jp/news.html) 

 

施設定員は２４名と変化はないが，２０室を個室化したことでプライバシーの保護

を配慮するなど居住環境の改善を図り，身体障害者専用居室を整備したことで身体障

害者等の受入れも可能となった。また，集会室を地域住民等へ開放することで地域住

民や更生保護女性会等との交流の場として活用できる施設とした。 

 

  南側道路から北北東に向いて施設を撮影 
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 施設玄関の標示板を撮影 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

     

      

 １階集会室               １階食堂 

    

  

  

  

  

   

                        

    

 ２階廊下                 ２階洗面所・トイレ                      
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居室(入口から撮影)            居室(外窓から入口撮影) 

   

 

  

 

 

 

                        

     

                        

 

２ 予想される事業実施効果 

今まで受入れが困難であった高齢者や身体に障害がある者の受入れが容易になり，

居住環境が改善されたことで更に処遇の充実を高めることができて再犯防止に繫がる

ことができる。また，集会室を地域住民等に開放することが地域住民等との交流の促

進を図ることが可能となった。おって，会議室や相談室が整備されたことで薬物重点

処遇や入所者への生活指導の充実が図れるようになる。 

 

３ 補助事業に係わる成果物 

   本事業に係わる印刷物等 

ホームページの開設 (http://www.aichijikeikai.or.jp) 

      更生保護法人愛知自啓会のパンフレット 

 

４ 事業内容についての問い合わせ先 

団 体 名： 更生保護法人愛知自啓会（コウセイホゴホウジンアイチジケイカイ） 

住   所： 〒463-0067 

名古屋市守山区守山二丁目１４番３１号 

代 表 者： 理事長 小笠原信昭（オガサワラシンショウ） 

担 当 部 署：  

担 当 者 名： 補導主任 平井道典（ヒライミチノリ）  

電 話 番 号： 052-793-7214 

F A X： 052-799-5501 

E - m a i l： aichijikeikai＠iaa.iteer.he.jp    

U R L： http://www.aichijikeikai.or.jp 
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